
 

 

 

荒川区国際交流協会 第１５期の理事が改選されました 

AIC 

荒川区国際交流協会の第１４期理事の任期が、令和３年１０月２０日をもって満了となることに

伴い、令和３年１０月１４日開催の第２回理事会におきまして、第１５期理事の任命及び理事会役

員の選任が行われました。 

今回、理事長には対馬理事、常務理事には富永理事にご就任いただき、また、新たに３名の

理事をお迎えいたしました。 

第１５期理事及び役員の皆様は次のとおりとなります。 

第１５期理事 任期 令和 3年 10月 21日～令和 5年１０月 20日    敬称略 

役   職 氏   名 所  属  団  体  等 

理 事 長 対  馬  康  子  荒川区国際俳句振興会議委員 

副理事長 北  川  嘉  昭  荒川区副区長 

常務理事 富永  新三郎  東京リバーサイドロータリークラブ 

理   事 井  上   浩  東京商工会議所荒川支部 

 
大久保  信隆  東京荒川ロータリークラブ 

 
佐々木  時子  カ パ フラ オ カ プア メリア 主宰 

 
藤川  澄十郎  日本舞踊藤川流二代目家元 

 
松  熊  貴  代  人権擁護委員 

新任 飯  田  紗  織  東京青年会議所荒川区委員会 

新任 石  橋  尚  樹 東京荒川ライオンズクラブ 

新任 伊  藤  亮  一 東京荒川西ライオンズクラブ 

 古  瀬  清  美 荒川区国際交流協会事務局長 

監  事 小  林  直  彦 荒川区総務企画担当部長 

 
平  野  興  一 荒川区会計管理部会計管理課長 

裏面につづきます。 
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編集後記 

表紙面に記載しましたとおり、10 月 14 日に第 2 回理事会をオンライ

ンで開催しました。この理事会において、ご勇退される理事の皆様や、

新たにご就任された理事や役員の皆様から、一言ずつご挨拶を頂き

ました。ご勇退される理事の皆様からは、協会での活動の思い出や、

これからの協会への温かいお言葉を、また、新たに就任された理事や

役員の皆様からは、これからの協会への希望などをたくさんお聞きし、

協会運営に対して、改めて身の引き締まる思いがしました。(係長) 

令和３年度の賛助会費受付を中止します 

また、今回の改選に伴い、５名の理事がご勇退されることとなりました。 

ご勇退される理事の皆様は次のとおりです。 

敬称略 

氏   名 在任期間 所  属  団  体  等 

小林  清三郎 １４期    東京荒川西ライオンズクラブ 

茂  木   弘 ４期    東京荒川ライオンズクラブ 

田  村  学  彦 ９期    東京青年会議所荒川区委員会 

李  上  美  廉 １３期    荒川区民相談所外国語相談員 

佃   吉  一 ８期    (財）アジア学生文化協会 

今回、ご勇退される理事の皆様方には、長きに渡り理事をお勤めいただきました。 

その間、おかげ様で、荒川区国際交流協会も大きく発展することができました。 

これも一方ならぬご協力とご尽力の賜物でございます。 

事務局一同、感謝申し上げますとともに、今後とも末永く荒川区国際交流協会にご指導・  

ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

事務局だよりを e-mail で配信します！ 

 ぜひ、ご利用ください！ 

メール配信の方には、事務局だよりをカラーでご覧

いただけます。是非ご登録ください。詳しくは事務

局へご連絡ください。 

e-mail : 

kokusai@city.arakawa.tokyo.jp 

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和３年度の上半期の事業につきましては、令和２年度

に続き、多くの事業が休止または中止の状況が続いております。また、下半期の事業につきまして

も、現在、実施できるかの判断を検討している状況にあります。 

そのため、頂戴しました会費を協会会員の皆様や在住外国人の方々へ還元することが難しい

状況となっています。 

あわせまして、下半期の一部の事業につきましては、オンラインを活用しての実施方法を検討し

ているため、会場費等をはじめとして、予算の支出を大幅に縮減できる見通しとなっております。 

これに伴い、今年度の会費につきましても、令和２年度に続き、賛助会費納入のご依頼は見送

り、既に納入していただいている賛助会費につきましても、返金させていただくことになりました。 

今後もより良い協会運営を行って参りますので、来年度からの賛助会費のご協力をお願い申

し上げます。 


